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児童育成手当（育成手当・障害手当）の申請を受け付け児童育成手当（育成手当・障害手当）の申請を受け付け

　各手当の支給要件に該当
する方に６月分から支給し
ます。
　令和６年中の所得による
審査があります。所得制限
額は、右の表のとおりです。
　現在受給中の方には、６月
上旬に現況届（年度更新の手
続きの書類）を送付します。
　前年度に所得超過などの
理由で受給していない方が、
今年度該当する場合は、５
月中に申請して
ください。
☆詳しくは、手
当医療助成係へ。

▼ 児童育成手当の所得制限額
　 （令和６年中の所得から社会保
険料相当額８万円控除後の額）
扶養人数 所得制限額
０人 360万4000円

１人 398万4000円

２人 436万4000円

３人 474万4000円

４人 512万4000円

５人 550万4000円
※ 審査の対象は所得（収入金額から
必要経費に相当する金額を控除し
たもの）で、収入ではありません。
※ 医療費控除や寡婦・ひとり親控除、
老人扶養などがある場合、一定額
を所得から控除できます。
※ 扶養人数は、地方税法上の数です。

【各手当の支給要件】
◎ 育成手当＝18歳になった後の最初の３月
31日までの児童を扶養している父母また 
は養育者で、次のいずれかに該当する方
＊ 離婚・行方不明などによりひとり親家庭
とみなされる
＊ 父または母に身体障害者手帳１級・２級
程度の障害がある
◎ 障害手当＝次のいずれかに該当する20
歳未満の方を扶養している父母または養
育者
＊ 愛の手帳１～３度程度、または、身体障
害者手帳１級・２級程度の障害がある
＊ 脳性まひ、または、進行性筋萎縮症である
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こんな相談をお受けしていますこんな相談をお受けしています
高齢者向けの
サービスを受
けたいけれど、
制度や窓口が
分からない…

病気やけがで
生活に困って
いる…

近所に心配な
子どもや高齢
者がいるのだ
けど…

身体に障害が
あるので何か
あったら不安
…

子どもが
不登校に…

育児や子どもと
の関わり方で悩
んでいる…

家族がひきこ
もりになり心
配…


